
2日間
市民課窓口を

臨時開設します

4/5
（日）

3/28
（土）

●転入、転出、市内転居の届出

●戸籍届出の預かり

●印鑑登録の受付 ●マイナンバーカードの電子証明書更新

●住民票、戸籍謄抄本、印鑑登録証明書 の発行等

松戸市役所 市民課 047-366-7340
●お問い合わせ先●

※マイナンバーカードを利用した転入や、他市町村に確認が必要な手続きなど、一部取扱い

できない業務もありますので、詳細はお問い合わせください。

※支所は開庁しておりませんのでご注意ください。

※マイナンバーカードお持ちの方はスマホでマイナポータルから転出届の電子申請ができます。

松戸市
Matsudo City

9時から13時まで
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